
木地区における字の区域及び名称の変更方針 

  

 木地区においては、土地区画整理事業により幹線道路等が整備されて

おり、新しい区画に合わせた字の区域及び名称の変更が必要となること

から、変更の手続きを開始します。 

 なお、当該地区の事業完了時期は、平成３０年度を予定しています。 

 

≪字の区域について≫ 

 区 域 割 に つ い て は 、 過 去 流 山 市 で 実 施 し て き た 字 区 域 の 変 更 方 針

と 同 様 に 、 将 来 に わ た っ て 変 更 さ れ る こ と の な い 公 共 地 物 を 境 界 と

しています。 

 木 地 区 に お い て は 、 都 市 計 画 道 路 等 の 幹 線 道 路 、 つ く ば エ ク ス プ

レ ス 、 河 川 ・ 水 路 並 び に 現 行 の 字 の 区 域 に つ い て 考 慮 の 上 で 、 区 域

割を行いました。 

 

≪字の名称について≫ 

 名 称 変 更 に つ い て は 、 対 象 区 域 を 区 画 整 理 区 域 内 と し ま す 。 し か

し 、 南 流 山 小 学 校 ・ 中 学 校 の 用 地 に つ い て は 、 区 画 整 理 区 域 外 で は

あ る も の の 区 画 整 理 区 域 内 と 同 じ 字 の 名 称 で あ り 、 字 の 飛 び 地 と な

ることを防ぐために合わせて名称変更を行います。 

 

≪各変更案について≫ 

（１）変更案Ａ「南流山９丁目～１３丁目」 

 現在の南流山の字名を継承し、連続した丁目を付したものです。 

 現在の南 流山２ 丁目～８ 丁目も、「大字流山」と 「大字木」から名

称 変 更 が 行 わ れ た 地 域 で あ り 、 南 流 山 １ 丁 目 ～ ８ 丁 目 は 流 山 の 南 の

玄 関 と な っ て い ま す 。 ま た 、 木 地 区 は 南 流 山 駅 に 近 接 し て お り 、 南

流山の名を 冠した マンショ ン等も 数多く、「南流山 」はブランド（銘

柄 ） と し て 多 く の 人 に 親 し ま れ 、 定 着 し て い る こ と か ら 、 南 流 山 を

用いた「南流山９丁目～１３丁目」をＡ案としました。  



 な お 、 現 在 の 南 流 山 １ ～ ８ 丁 目 が 算 用 数 字 表 記 の た め 、 同 様 に 算

用数字で表記しています。 

 ま た 、 丁 目 の 付 番 に つ い て は 、 概 ね 区 画 整 理 の 街 区 番 号 に 合 わ せ

て、西から上下に付番しました。 

 

（２）変更案Ｂ「新南流山一丁目～五丁目」 

 前 述 の 理 由 か ら 「 南 流 山 」 の 名 称 を 用 い つ つ 、 一 桁 の 丁 目 で お さ

め る こ と を 考 え て 、 従 来 の 南 流 山 の 区 画 整 理 か ら 約 ３ ０ 年 経 ち 、 新

た に 区 画 整 理 を 行 う 地 域 で あ る こ と か ら 「 新 南 流 山 一 丁 目 ～ 五 丁

目」をＢ案としました。 

 ま た 、 丁 目 の 付 番 に つ い て は 、 県 道 松 戸 野 田 線 を 中 心 に 時 計 回 り

に 付 番 し た も の と 街 区 番 号 の 若 い 番 号 か ら 付 番 し た も の の ２ 通 り を

作成しました。 

 

（３）変更案Ｃ「木一丁目～五丁目」 

 従前の字 の名称 「木」を 使用し、「木一丁目～五 丁目」を案Ｃとし

ました。  
 ま た 、 丁 目 の 付 番 に つ い て は 、 Ｂ 案 と 同 様 に 、 県 道 松 戸 野 田 線 を

中 心 に 時 計 回 り に 付 番 し た も の と 街 区 番 号 の 若 い 番 号 か ら 付 番 し た

ものの２通りを作成しました。 


